
かごしま焼酎文化ストーリー事業推進委員会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 かごしま焼酎文化ストーリー創出・発信事業の方針等について，必要

な事項を検討するため，かごしま焼酎文化ストーリー事業推進委員会（以下

「委員会」という。）を設置する。 

 

（所掌事務） 

第２条 委員会の所掌事務は，次のとおりとする。 

⑴  かごしま焼酎文化ストーリー創出・発信事業に係る調査・研究，文化財

的評価，またそれらをまとめた調査報告書の内容等の検討に関すること 

⑵  かごしま焼酎文化ストーリーの構築及び発信や活用等に関すること 

⑶  その他かごしま焼酎文化ストーリー創出・発信事業に関し必要な事項 

 

（組織） 

第３条 委員会は，委員６人程度をもって組織する。 

２ 委員は，学識経験者等をはじめ様々な分野で活動されている人のうちから

教育委員会が委嘱する。 

 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は，委嘱の日から第２条に定める所掌事務が終了する日ま

でとする。 

 

（委員長） 

第５条 委員会に委員長を置き，委員の互選によってこれを定める。 

２ 委員長は，会議の議長となり，議事を整理する。 

３ 委員長が不在のときは，あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代

行する。 

 

（会議） 

第６条 委員会の会議（以下「会議」という。）は委員長が招集する。 

２ 委員長は，必要があるときは，委員以外の者の出席を求めることができる。 

３ 会議の議事は，出席委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長

の決するところによる。 

 

（報償費及び旅費） 

第７条 委員及び前条第２項の規定により出席した者には，「報償費」及び

「旅費」を支給することができる。 

 

（会議の公開） 

第８条 会議は公開とする。ただし，委員会での協議の上，非公開とすること

ができる。 

 



（庶務） 

第９条 委員会の庶務は，教育庁文化財課において処理する。 

 

（雑則） 

第10条 この要綱に定めるもののほか，委員会の運営に関し必要な事項は，委

員長が別に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は，令和４年６月９日から施行し，第２条に規定する所掌事務の

終了をもってその効力を失う。 

（会議招集の特例） 

２ この要綱の施行後最初に招集すべき会議は，第６条第１項の規定にかかわ 

らず，教育長が招集する。 


